
 

 
市政報告 ＮＯ、１０２ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために緊急事態宣言が発令され、私たちがこれまで経験し

たことのない厳しい生活が続いています。皆様には、外出自粛にご協力をいただき感謝申し上げる

とともに、不安と混乱の日常生活を強いていることをお詫び申し上げます。 

こうした中、5月 12日から 15日の短期間で、第 1回市会臨時会を開催しました。私ども会派

は、それぞれの地域から寄せられたお声を盛り込んだご意見を取りまとめ、市長に緊急要望を行い

ました。その内容を反映した、横浜市の「市民と医療を守る」・「市民のくらしを守る」・「横浜の活

力を守る」を柱とした補正予算 5，743 億円を決定しました。 

多岐にわたる内容になりますが、今回は「特別定額給付金」を中心にお知らせします。お困りの

ことがありましたらいつでもご相談ください。 
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4/27時点で住民基本台帳に記載されている
全ての国民に市区町村から申請書が届く

本人確認書類と共に申請書を

返送またはオンライン申請

振込にて受給 窓口での申請・受給

受取口座あり

受取口座なし

※親族からの暴力等を理由に避難している方は、申出書

を提出すると受け取れます。なるべく早くお願いしま

す。 

横浜市特別定額給付金受付センター：0570-045-592 
9:00～17:00 土日祝日も同様 

オンライン申請 
5/12から始まっています。マイナン
バーカードの暗証番号を忘れてしまっ
た⽅の再設定の⼿続きなどで、区役所

窓⼝が非常に混雑しています。新型コ

ロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のた

め、郵送申請のご利⽤ができます。 

郵送申請 

5/29から申請書の発送が始まりま

す。世帯主（申請・受給権者）あて

に郵送された申請書に振込先口座を

記入し、振込先口座の確認書類と本

人確認書類の写しを郵送により提出

します。給付対象者の情報が既に印

字されていますので、訂正がない場

合、原則として世帯主の方の押印又

は署名と振込先口座の記入で申請い

ただけます。 

オンライン申請の場合 5月下旬から 

郵送申請の場合は 6月上旬から 
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